
新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4対象経費  5負担  1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  

（補助）率  （補助）率  

4略  4民間施設給与等改善費  

地方公共団体の経営する施設以外の施設（た  

だし、昭和46年7月16日社庶第土21号厚  

生省社会局長、児童家庭局長通知1こいう社会福  

祉事業団等の経営施設を除く。）であって、別  

途定めるところにより、民間施設給与等改蓉費  

の加算を必要とするものと認定された場合。  

事務費基準額×別途定めるところにより決定さ  

れた加算率  

5心理療法担当職員席上費加算  5心理凍法担当職鼻雇上費加算  

別途定めるところにより、心理療法担当職旦  別途定めるところにより、心理療法担当職貞  

加算が必要と認定された場合。  加算が必要と認定された場合。  

（1）常勤職員  （1）常勤職員  

「施設事務費算定基執によって算定された額  「施設事務費算定基準」によって算定された額  

（心理療法担当職具に係る経費の種類ごとにそれぞ  （心理療法担当職員に係る経費の種類ごとにそれぞ  

れの垣価に員数を乗じて得た額の合算額）を当該取扱  れの単価に員数を乗じて得た額の合算額）を当該取壊  

定員に12を乗じた数によって除した額（円未満切捨）  定点に12を乗じた数によって除した額（円未満切姶）  

と表3「心理療法担当職員加算限度額」とを比較して  と表3「心理療法担当職員加算限度額」とを比較して  

いずれか少ない方の額に取扱定見と12を乗じて得た  いずれか少ない方の額に取扱定員と12を乗じて得た  

額とする。  額とする。  

（2）常勤的非常勤職長  （2）常勤的非常勤職員  

1施設当たり年額21976．343円  1施設当たり年額2．975．406円  

（3）非常勤職員  （3）非常勤職員  

1施設当たり年額1，712，090円  1施設当たり年額1，712．041円  



新  旧  

1区分   2種月   3  基  ■拳  銃   4対象経費   5負担  1区分   2種目  3  基  準  額  4 対象経費  5 負担  

（補助）率  （補助）率   

畢3  心理療法担当職鼻加算限度額  表3  心理療法担当職員加算限度額   

（単位：円）  （単位：円）   

定員地域区分18／100 剋迎12／－0010／100  8／－00  6／100  皿担2／100 ‖／－00 －0／－00 9ハ00   
20名以下  週   呈生遡   23．800   2遇 23．100  22，700  20名以下  姐  週  23．800  呈迎  呈旦A匹  蓑遥担   
21～ 30  二旭丘！迎  ユ且迎   15，900   15．600   15，400  15．200  21～ 30  ．旭遜迫  適ユ辿   15，900  適ユ旦9   15．600  ユ且旦！担   

31～ 40  週  週』迫   11．900   11，700   11．500  11．400  31～ 40  遁遡  週」旦9   11．900  出』迎   11．700  封』担   

41～ 50  週▲型辿  旦ヱ旦9  9．500  9，400  9．200  9．100  ヰ1～ 50  旦且吐  乳迎  9．500  旦A些  9．400  且退担   
51～60  塁』迎  ＆出迫  7．900  7．由0  7．700  了．600  51～80  旦之辿 旦』辿   7．900   ユ旦些   7朋   遇   
81～ 70  迅  三越  6．800  6．700  6．600  6，500  引 ～ 70  迅  旦且凶  6．800  旦甚坦  8．700  乱臣迎   
71～80  ＆匙坦  旦ユ塑  6．000  5．900  5．8   51700  71～80  姐迎  旦迎 6．000  旦旦凶  5．900  包迎   
81～90  姐迎   5．300  5，200   5．1叫  5．100  81～90  過   迎 5，300   迎   5．200   迎   
91～TOO  且旦辺   虫姐⊇ 4．800   4．ラ00   4．6   4．500  91～100  出題 出頭   4．800 生ヱ姐   4．700 4．7   

l定員地域区分 3／－00  
その他  

定員地域区分 8／－00  
ヱ迅  6／－00  5／－00  3ハ00 その他 

20名以下  22，200  2丁．700  20名以下  23．100  空遡  22．700  過  22．200  之1．700   

21～・30  14，800  14．400  之1～ 30  15．400  適』迫   15，200  週   14．800   14，400   
31～ 40  11，1DO 10，800  8†～ 40  11．500  j⊥旦！坦   11，400  Ⅱ遡   †丁．100   10．800   
41～ 50  8．900  8．700  41～ 50  9．200  姐迎  9，100  旦▲旦！迫  8，900  8．700   
51～ 60  7．400  7．200  引 ～ 60  7．700  迎  7．600  ヱ丘旦旦  7．400  7．200   
61～ 70  6．300  6．200  61～ 70 6．600  皇道匹  6．500  姐担  6，300  6．200   

71′〉 80  5．500  5．ヰ00  71－ 80  5，800  五迎  5．700  旦丘！迎  5．500  5，400   
81′Y 90  4．900  4．800  81′－90  5．100  旦L迎  5，100  迎  4．900  4，800   
91～100 4．400 ヰ．300  gl一†00 4，600 生堅迫 4．5 生長些 叫 4，3  

I l  
I 

I  I I 

I l  



新  旧  

1区分  2種目   3  基  準  額   4 対象経費  5負担  1区分 2種目  3  基  準  額  4対象経費      5負担  

（補助）率  
（補助）率  

6同伴児童対応指導員雇上費加算  6同伴児童対応指導員尾上費加算  

別途定めるところにより、婦人保護施設において、  別途定めるところにより、婦人保護施設において、  

主に同伴児童の対応を行う指導員の配置が必要と認  主に同伴児童の対応を行う指導員の配置が必要と誰  

定された場合。  定された場合。  

1施設当たり年額  1施設当たり年額  

（1人配置の場合）2．257，770円  （1人配置の場合）2．257．721円  

（2人配置の場合）4，515，540円  （2人配置の場合）4，515．4、42円  

ヱ人身取引被春着支援のための通訳者及びケース  

ワーカー尾上費加算  

別途定めるところにより、婦人保護施設において、  

人身取引被害者の対応を行う通訳者及びケースワー  

カ－を雇い上げた場合、各月雇い上げた日数と以下  

の日析単価を乗じて得た額とする。  

（1） 

1施設当たり日額 10．790円  

（2）ケースワーカー  

1施設当たり日額  7，180円  

Ⅱ略  Ⅱ婦人保護長期収容施設  

（1）施設事務費は収容委託者各月の現員数に1人  

月額基準額78，100円を乗じて得た額とする。  

（2）施設機能強化推進費は、前項Ⅰ婦人保護施設  

の2施設機能強化推進費の取扱いによる。  

（3）民間施設給与等改善費は、前項Ⅰ婦人保護施  

設の4民間施設給与等改善費の算定による。  

（4）下記の都道府掛こあっては、次に掲げる定数  

を基礎に算定する。  

北海道 7人  

東京都 40人  

神奈川県 10人  

愛知県 5h 

大阪府 5人  

兵庫県 7人  

福岡県 5人  

（注）別表に示す「施設事務費算定基準」は婦人  

・保護長期収容施設に適用しない。  



新  旧  

1区分  2種旨   3  基  準  額   4 対象経費  5 負担  1区分 2種目  3  基  準  額  4対象経費 ・5 負担  

（補助）率  （補助）率  

事業費  1略  事業費  1〔区分〕婦人保護事業費負担金  婦人保護施設入  

〔種目〕事業費の基準額（4を除く）による。  所者の処遇のため  

ただし、基準額中「婦人相談所」とあるのは、  に必要な需用費  

「婦人保護施設」と読み替えること。  （食粗費、、光熱水  

なお、紋服加算については、各月初日現員×月  

額250円とする。  晶費）、備品購入  

費、扶助費、委託  

2略  2社会適応訓練費  料等  

各月初日保護現員×月額330円  

3略  3入所者の生活指導、職業訓練のための器具、機  

材費として、地方厚生（支）局長が必要と認めた額。  

4略  4同伴児童経費  婦人保護施設が行  

同伴児童対応指導員を配置する婦人保護施設が  

行う要保護女子等に同伴する児童の保育及び学習  

支援等に要する逢費  育及び学習支援等  

当該年度の同伴児童保護延人数に日額180円  

を乗じた額  な備品應入費、需  

用費（消耗品費）   

旦人身取引接客者支援のための医療費  婦人保諜施設  

人身取引披春着が診泰、治療等の医療を受ける  で保推した人  

ために要する経費  身取引被害者  

の医療費（医  

廃機関におけ  

る診察、検査、  

治療及び診断  

昔の発行等医  

痍に要する費  

用．ただし、  

他法他制度が  

利用できない  

場合に限る。）  



新   旧  

（別表）  

略  
施設事務費算定基準  

経費の  

経費の区分   単  価   員   数  

種類  

人件費  （1）給  与  毎年4月1日現在（以下「4月当初現在」と  

いう。）の職員の現員を基礎として算定する。  

ア．都道府県及び市が経営する施設にあっては、  

4月当初現在の職員の現員の本俸、特殊業務  

手当（主任指導員及び指導員については、別に  

定める額を限度とし、看護師については、1人  

月額2，500円を限度とする。）、地域手当  

（毎年度の4月中に給与の改定を行うことが  

明らかな場合は、その本俸、特殊業務手当及び  

地域手当をもって4月当初現在のそれぞれの額と  

みなす。）及び扶養手当の合算額と次に示す  

職員の職種別の本俸、特殊業務手当、地域手当  

及び扶養手当の合算額とを比較していずれか  

少ない方の額とする。   



新  旧  

（別表）  （別表）  

施 設 事 務 費 算 定 基 準  施 設 事 務 費 算 定 基 準  

経費の  経費の  

経費の区分   単  価   員   数  経費の区分   単  価   員   数  

種板  種類  

地域手当（舎l十六各叫  
地域手当（舎l十べ各叫  

陣事よ別   榊 讐殊耗誓匝群当 帥 止旭止旭1綱 川川。・∽00 8仰 川  咄別   納貸株泉誓細鞘 合什 皿皿皿迫ほ′10。皿拉t。川0 鮎皿．8′l。8 ユ∠血 糊 玉山拉 3用  
1   8    CDざ（人十8◆C）   【   F   （；   H・ l   J   K  ∧    B    Cロミ（▲叩◆C）   E    F    ロ    H   I   J   K    L    肘    〃    ¢  

Ii2一之g  

1乱183 Z59．583     呈L姐王 封．】50 25．958．犯7¢7 15．57ち 1．－8丁  
錘卜帥  施設長  Zl札ヰ88  掩R長  之1す．㈹O  t3．183 Z59．58I    遮＿ll三 っl．柑9。姐皿 25．958 迫ユ班 Z0．†珊止皿 ほ．5丁5 昆」迫 丁，18丁  

（50名以下）  （St幅以下】  

細l－l  縫4・l  

施設長  之7t．480  り．t83 Z84．ら83 む」公 1L址王：札柑0 即．458 ZZ．161 t7．875 8．田1  穐股長  川．㈹0  1ユ．川コ 201．80コ 鮎迫 過．且旺 a4．柑○ 山弘 之IJ引＝ j旺Jlヱ ZZ．丁即1旦皿1丁．即5 jム．Z公 8．ざJ7  
ほ1名以上）  （Sl名以上）  

行9  －川Zは柑3過皿乱皿2用之…－8】7・ロ55 －川 用5  
抒9  

狐叩0  z。川。  －い83粕－8コ皿出⊥姐2用之旭…8Ml－・。55止血化7”皿劇 …95  

樟 描 狐8。。‖・－。。・川ヱ5膵鮎皿址皿礼05825・川れ0コ引一打m‖ いm  蛋g柑糾  弧印。－り。。－川抑相鉱j妃凪避即58揖拉即朝出出札冊止血胴2夕凪出 7・…  摘員  
福 措 

Z柑・Z。8‖・7。。……鋸柑3鮎並姐皿Z9・之g。礼…－岬“・845Ⅷ2  A 219・Z師‖・7叩札一叫∵川川坤■弘』因；軋山封2・紺‖出止血2十…1礼』皿l・52丁止戯一川51L辿‖1・82Z  
員  度29 

医ヱ9 2鋸。…・50…・用…仰山皿 醐一也皿酬8皿1川・・止⊥鉱一H・“ほ⊥L山一・川  
狐ZOO2・5。。……l川3出皿迦皿即朋軋488輌l…コⅧ  

霞9 匹8 川い00 乱川コ糾0。3出』AZL揖2川払出2。t4。8止皿・膵7比迅12・245皿皿1…之  
■9川。 …32。川コ姐脳迎j止礼…Z川“胴Z－12・245…Z  

け 
斤 1馴胴 乱161‖川8迎皿益』皿…－”」皿』矧＝・…止』1川止血l叩，も出川  

一馴00 札t8…7川3迫皿…丁8胴9別川・31910・1つ，5・389  
拝 

樽 謁栂粗捌2。5・…lい叩札柑…岬ユu迅姐27・88Z益皿礼。88姐皿L川・哺引迅」』一冊山皿－・脚   
忘誌鋸引旦細見捌0。Il・700t川肌683乱皿払戯之7・6蛇孔0881摘5射“Ⅷ   

合汁鑓（舎紳＋絶戚串盟）●  

合計額（含か＋地域手当）  鼠は別止山吐出a吐t2／柑01t／l0010／川09／川011灯用Ol】／l006／柑05ハ拍コハ00その他  
≠は別    止乙1皿．ほ山地 t〝l00 tO／聞 8〃00 6ハ00 3ハロ0 モの他  Otモ  P◆F  D◆8  P用  いl …  D◆X  P几  州  t州  P◆0  l  

D◆E   t〉◆F   D十q   ロ◆H   D●I  D◆J  t）十K  繕Z一門  

樽トZ9  
掩丑長  弧ユほ田上jj温Z90．丁ココ188，lコ丁265．541Z8Z．H引之m．3S02門，？封Z－S．1引‖2†2．562之即．耶○之5れ封3  

施Ⅱ良  迎Lユ凶 OZ90．乃32隠糾12帆コ50275．柑8之87，耶別2朋．58】  【50名以下）  

（50名以下）  
用トl  
穐蚊長  辺L皇位皿Ll祖118丁ユーコ柑抑’ユ】3011コlO柑5訳けコぎ○】04504抑椚2，88ほ之的ほ¢Z6＝8コ  

福4－l  （51名以上〉  

施設長  ユ遥．．皇以ユ乙L之迎ユI乱乃33】3．M‖コ肌．つSO38L稲山2朋．ほOZ軋583  
（51名以上）  行一  皿u鮎‖脳』矧乙札祁利Z－・‘JJ肌抑ZJ～・J椚J。・～J・Z2川即7＝椚一之Z札j7…川  

行9  
・  巷」退M23川机50‖狐2コ8御7ヰZ柑・57…川  権 E瞞A l岨皿祖L山肌5“ZT川6之75・開＝㌢札ルぴ＝m＝矧＝が札・…65・5ほ汎。抑25川7軋18コ  

檀 出L弘也皇戯Z8q馴ヱ丁5・甜川・5ZZ2馴Zヱ即誹7び川ヱ  摘 川現  員  址L批正L建玉～耶78Z7川2糾…椚付狙…がいさタ25膵瓢ヱ”粧一。5裾。。〇  

柑 皿U出打払u鮎＝m持叩細い削卜猫＝－。2鋸ヱ82＝。5裾0¢3  匿Z，   
員  址ヱu山王ー・朋2丁いほ。Z鋸7t抑，Z2祁＝742剛Z5軌5丁6Z57・冊Z52・Z2…川コ  

度Z，   出題」uZ71・Z開2柑誹一札刷鋸丁引25＝ヱ9裾883  丘9  凪猥罠L揖肌釘J2綱～糾仰狐欄狐…＝朋岬‡別…・2即拙～P5肌。8ユ  

正，   払出弘一魁Z28・ち7＝軋4g■払…Z胴之…川5肌ロ83  行   皿u迅鮎u2。軋購＝】購・川－，6・帖＝，川tl耶0…1調川川…川…川ほ17川ユ  

行  仔2－5  

迅凪題ヱ0川一閃・○“＝粥・卸“一朗・7㍊－8摘目礼掴  l日加法舶且員ヱ臥旦星宣ヱ姐258誹JZ軋P即緋・乃‖2割・…彿朋姉相川・5紺Z12・ヱけgJ7・鍾コ抑6さつ  

緒ト5  心舶削旦当職員山王軋ヱ蛤258誹525コ誹IZ朋」）8軋甜Z几803Z汎68コ  
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経費の  
√  

略  
経費の区分   単  価   員   数  

種規  

イ．法人が経営する施設にあっては、4月当初  

現在の職員の本俸、特殊業務手当（主任指導員  

及び指導員については別に定める額を限度とし、  

看護師については、1人月額2，500円を  

限度とする。）、地域手当（毎年度の4月中に給  

与の改定を行うことが明らかな場合鱒、その本  

俸、特殊業務手当及び地域手当をもって4月当  

初現在のそれぞれの額とみなす。）及び扶養手当  

の合算額とする。  

（2）期末勤勉手当  

なった4月当初現在の職員の期末勤勉手当加算額  

の合算額とする。  

（3）管理職手当  

本俸×12  

（4）管理職見時別  

勤務手当  

休日の勤務をした場合  

勤務1回につき6，000円  

（5）超過勤務手当  

特殊業務手当（1人月額2，500円の加算額を  

除く。）及び地域手当の額の合算醸（施設長の本俸  

及び地域手当の額を除く。）×12  

（6）住居手当  

職員の住居手当の月額  

（7）通勤手当  

職員について算定した手当月額   




